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議案第５２号  

羽生市子ども医療費支給に関する条例及び羽生市ひと

り親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例  

 （羽生市子ども医療費支給に関する条例の一部改正）  

第１条  羽生市子ども医療費支給に関する条例（昭和４８年条例第１９

号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１） 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
 

改  正  後  改  正  前  

（定義）  （定義）  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

（１）  子ども  満１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの

間にある者をいう。  

（１）  子ども  満１５歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの

間にある者をいう。  

（２）～（６）  （略）  （２）～（６）  （略）  

  

（羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正）  

第２条  羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４

年条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  
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（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると  

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（支給の範囲）  （支給の範囲）  

第６条  （略）  第６条  （略）  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲

げるものからは、前項各号の自己負

担金を控除しない。  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲

げるものからは、前項各号の自己負

担金を控除しない。  

（１）  対象者のうち児童を除く者

について当該療養のあった月の属

する年度（当該療養のあった月が

４月又は５月の場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による

市町村民税が課されないとき（所

得の申告をしないことにより同税

が課されていない場合を除く。）

又は市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税が免除され

ている旨の申請があったときの当

該対象者に係る一部負担金  

（１）  対象者のうち児童を除く者

について当該療養のあった月の属

する年度（当該療養のあった月が

４月又は５月の場合にあっては、

前年度）分の地方税法の規定によ

る 市 町村 民 税が 課さ れ ない と き

（所得の申告をしないことにより

同 税 が課 さ れて いな い 場合 を 除

く。）又は市町村の条例で定める

ところにより当該市町村民税が免

除されている旨の申請があったと

きの当該対象者に係る一部負担金  

（２）・（３）  （略）  （２）・（３）  （略）  

（４）  対象者のうち満１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある児童に係る一部負担

金  

（４）  対象者のうち満１５歳に達

する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある児童に係る一部負担

金  

  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （準備行為）  

２  第１条の改正による改正後の羽生市子ども医療費支給に関する条

例（以下「新子ども医療費条例」という。）第５条の規定による受
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給資格の登録、第２条の改正による改正後の羽生市ひとり親家庭等

の医療費の支給に関する条例（以下「新ひとり親家庭等医療費条例」

という。）第５条第１項の規定による受給者証の交付その他の必要

な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。  

（経過措置）  

３  新子ども医療費条例第２条第１号の規定及び新ひとり親家庭等医

療費条例第６条第２項第４号の規定は、この条例の施行の日以後の

診療に要した医療費の支給について適用し、同日前の診療に要した

医療費の支給については、なお従前の例による。  

  令和４年８月３１日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

  

 


